
○地域まちづくり推進協議会委員改選における委員の構成について

※ 附属機関等の見直しに関して，運用方法は，関係各課と調整の上，現在検討中であるが，今回は委員の構成について，要望等を踏まえ変更を
検討する。

Ⅰ 委員定数の変動制を認める。
まち協の核となる基礎団体を設定し，全15地域で選任することとする。
これに，地域の特性に応じた団体を加えて，委員構成を検討した結果，従来の定員（15名）を超えてしまう場合は，その定数を認めること

とする。
また，地域状況（人口等）により，15名の推薦が困難な地域は，下限（10名程度）を設定し，その範囲内での定数の変動を認めることとする。

１ まち協委員の構成メンバーたる推薦団体
地域の団体を次の２つに分類し，それを組み合せ，各地域ごとの特性に応じた定数とする。

⑴ 地域の核となる団体（必ず1名以上選出）～「地域の支えあい」＝全市的な組織に基づく団体
団 体 名 選 任 数 現在の人数(％) 備 考

各地区市民委員会 全地区から各1名 64名(約29.8%) ・町内会の場合あり
各地区の消防団分団 地域を代表して1名 15名(約7.0%) ・今任期から，団長以外の推薦を認めている。

・複数の協議会に範囲がまたがる場合は，地域ごとに委員を変え

地域包括支援センター 各1名 ※１ 13名(約6.0%) てもよい。
※1 地域内に複数の包括支援センターがある場合には，要協議と
する。

地区社会福祉協議会 地域を代表して1名以上，複数可 17名(約7.9%)
民生委員児童委員協議会 地域を代表して1名以上，複数可 16名(約7.5%)
教育関係団体 地域を代表して1名以上，複数可 15名(約6.0％)(小・中学校，PTAなど）

⑵ 地域の状況に応じて推薦する団体（場合により各1名以上選出）～「地域の特色を生かす」＝地域の状況に応じた地域団体
ア ⑵のうち優先度の高い団体

団 体 名 現在の人数(％)
地域の商工団体（商工会，商店街等），地域の農業団体（ＪＡ等） 21名（約9.8%）
当該地域の公民館等コミュニティ施設の活動団体（生涯学習団体） 7名（約3.3%）
総合型地域スポーツクラブ -
当該地域の老人クラブ 4名（約1.9%）

イ ⑵のうちアに準ずる団体
団 体 名 現在の人数(％)

地域で積極的にまちづくり活動実践している団体
地域特性を代表する団体 21名(約8.4%）
地域まちづくりの推進のため，まち協への参画が必要と思われる団体

平成２９年９月１日

支 所 長 会 議 資 料



⑶ 公募委員
公募委員は，定数が決定した後その20％となるよう目標とされているため，定数は，上記⑴，⑵と公募を踏まえて設定された各地域の定数

によること。
例）団体推薦委員と公募委員の関係
団体推薦委員 公募委員 合 計 団体推薦委員 公募委員 合 計

8名 2名 10名 13名 4名 17名
9名 3名 12名 14名 4名 18名
10名 3名 13名 15名 4名 19名
11名 3名 14名 16名 4名 20名
12名 3名 15名

２ 委員の定数の上限，下限

⑴ 委員は，上記の⑴＋⑵＋⑶の合計とする。

⑵ 各まち協の定数は15名を基本とする。しかし，地域性（人口等）によりやむを得ない場合には，協議の上，10名程度まで委員を減らすこと
も可とする。

⑶ 上記アを全て委員に選定した場合，その合計が15名を超える場合には，協議の上，その数を定数とすることも可とする。
（例）上記1-⑴だけで15名となる場合であっても，1-⑵を加える必要がある場合は，協議の上，15名を超えることができることとする。

３ ２次推薦団体
定数のうち，公募による委員については，公募期間が過ぎて応募者が公募数に満たなかった場合において，公募分を他の推薦団体に推薦依頼

することができる。

Ⅱ 委員選任のスケジュール

月 取 組
１０月 委員構成の検討
１１月 委員定数の決定（起案），委員公募起案と公募準備（広報誌への掲載依頼，ＨＰ等）
１２月 推薦団体に推薦依頼（団体分）
１ 月 公募委員公募期間（1カ月）（1月上旬～2/15予定），広報誌記事掲載（1/15），推薦者に承諾依頼（団体分）

２ 月 公募者多数の場合～選定作業
公募者少数の場合～2次推薦団体に依頼 ※ 状況により再度，公募をお願いする場合あり。

３ 月 委員選任，第1回会議準備
４ 月 第1回会議開催

Ⅲ 各支所等への照会事項

１ 各事務局に上記Ⅰ-１に該当する団体の調査
⑴ 上記を踏まえ，推薦依頼を予定する団体名，団体数等の調査を実施する。
～平成30年度予算要求のための算定基礎とするため。（委員謝礼，食糧費等）
～同時にまち協及び意見交換会の開催予定数（会場費含む）も調査する予定。（委員謝礼，会場費等）


